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消費税率10%増税中止のため国へ意見書提出を求める請願書

【請願趣旨1

政府は今年10月、消饗税率を10%へ引き上げることを表明しています。

現在、国内における消費活動は、冷え込みの一途をたぞっています。消費税5%から8%

への増税によって、戦後初めて 2年連続で個人消費がマイナスとなりました。それにもか

かわらず、消費税率を 10%へ引き上げれば、日本経済がかってない大打撃を受けることは

火を見るよりも明らかです。このような状況を鑑みて、現段階に枯いては、消費税率 10%

への引き上げをするべきでないとの声が、与野党・立場関係なく、各方面から上がり続けて

います。

消讐税は資本の大小に関係なく、無識1」に課される税科目です。毎月勤労統計の偽装問題

で明らかになったように、現在、日本国内の賃金は上昇していません。それどころか生活が

困窮し、学生や老人が働かなけれぱ生活ができないのが、日本経済の実態です。そのような

中、無差別に課される消饗税の税率を 10%にすれば、生活困窮者をますます困難に陥れて

しまうことになりま,、。

日本国憲法は応能負担原則にのっとった税制の確立を要諸していま,。

今、地域経済にとって必要な政策は、消費税増税ではありません。今、必要な政策は、不

公平な税制を正し、個人個人の生活と命を守る政策です。そのためには、日本国憲法が要諸

する、応能負担原則にのっとった税制庶を、実現することが必要です。そうすれぱ、消費活

動は活性化し、日本経済は活気を取り戻すこととなるでしょう。

私たちは、住民の蓉らし、地域経済、地方自治体に深刻な打撃を与える消費税増税を中止

することを強く求めます。

以上の趣旨から次の事項について詰願いたします。

藷青願項目1

20玲年10月の消費税率10%への引き上げ中止を求める意見書を国に提出していただく

とと。


